
　
◎
全
員
賛
成
　
○
賛
成
多
数

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

提
出
議
案
と

審
議
結
果
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平
成
二
十
年
度
一
般
会
計
予
算

に
つ
い
て
、
歳
入
の
根
幹
と
な
る

市
税
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
前
年
度

並
み
で
推
移
し
て
い
る
も
の
の
、

財
源
不
足
は
否
め
ま
せ
ん
。
市
税
、

学
校
給
食
費
、
保
育
料
の
滞
納
解

消
に
一
層
の
努
力
を
促
し
ま
し
た
。

　
歳
出
に
つ
い
て
、
公
共
施
設
再

配
置
計
画
策
定
委
託
料
一
、
〇
〇

〇
万
円
に
つ
い
て
市
職
員
に
よ
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
つ
く
り

実
施
し
、
専
門
分
野
が
必
要
な
部

分
に
つ
い
て
委
託
を
す
る
提
案
で

す
が
、
職
員
の
英
知
を
結
集
し
、
最

少
の
費
用
で
実
施
す
る
よ
う
議
論

が
さ
れ
ま
し
た
。

　
上
福
岡
駅
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
に

対
し
て
の
、
市
と
し
て
の
工
事
負

担
金
五
、
九
〇
〇
万
円
が
計
上
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
負
担
金
は
、
上

福
岡
駅
東
西
口
及
び
ホ
ー
ム
に
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
置
し
、
ま
た
多

目
的
ト
イ
レ
も
整
備
す
る
負
担
金

で
す
。
県
か
ら
、
二
分
の
一
の
補

助
を
受
け
て
実
施
し
ま
す
が
、
市

負
担
金
に
つ
い
て
議
論
が
あ
り
ま

し
た
。
完
成
予
定
時
期
は
、
東
武

鉄
道
の
駅
全
体
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

化
も
あ
り
、
平
成
二
十
一
年
三
月

ご
ろ
に
な
り
ま
す
。

市税、学校給食費、保育料の

滞納解消に努力を

事業再編と予算の減額に

ついて議論

⋯
　

平
成
20
年
度
予
算
　

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

○
一
般
会
計

○
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

◎
老
人
保
健
特
別
会
計

○
介
護
保
険
特
別
会
計

○
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
特
別
会
計

◎
下
水
道
事
業
特
別
会
計

◎
水
道
事
業
会
計

⋯
　

平
成
19
年
度
補
正
予
算
　

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

◎
一
般
会
計
︵
第
６
号
︶

◎
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
︵
第
３
号
︶

◎
介
護
保
険
特
別
会
計
︵
第
３
号
︶

○
下
水
道
事
業
特
別
会
計
︵
第
３
号
︶

◎
水
道
事
業
会
計
︵
第
１
号
︶

⋯
　

条
例
の
制
定
　

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

◎
市
長
等
の
給
料
の
額
の
特
例
に
関
す
る

条
例

○
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例

絵本に夢中

バリアフリー化が望まれる駅入り口

　
平
成
十
九
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算
で
は
﹁
委
託
料
﹂
に
つ
い
て

の
議
論
が
あ
り
ま
し
た
。

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
策
定
委
託

料
の
減
額
は
、
新
予
防
給
付
に
よ

り
一
〇
〇
人
の
計
画
作
成
を
見
込

み
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
二
十
人

だ
け
だ
っ
た
と
の
こ
と
。
配
食

サ
ー
ビ
ス
の
委
託
料
の
減
は
利
用

者
の
減
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
施

策
の
Ｐ
Ｒ
不
足
な
の
か
、
生
活
実

態
に
合
っ
た
事
業
に
な
っ
て
い
る

の
か
等
、
予
算
見
積
り
に
つ
い
て

議
論
が
あ
り
、
全
体
と
し
て
は
委

託
で
な
く
職
員
が
自
前
で
や
る
べ

き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
多

く
の
議
論
が
あ
り
ま
し
た
。

予算・条例などを慎重に審査しました

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7

　
本
委
員
会
で
は
、
平
成
二
十
年

度
一
般
会
計
予
算
な
ど
、
十
一
件

の
議
案
と
請
願
一
件
に
つ
い
て
審

査
を
行
な
い
ま
し
た
。

　
全
体
を
通
し
て
業
務
委
託
に
関

し
て
、
多
く
の
議
論
が
あ
り
ま
し

た
。
委
託
に
頼
る
こ
と
で
、
職
員

の
専
門
性
が
損
な
わ
れ
る
の
で
は

な
い
か
。
厳
し
い
財
政
状
況
を
踏

ま
え
れ
ば
、
さ
ら
に
精
査
す
べ
き

で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
多
数

あ
り
ま
し
た
。

　
都
市
整
備
事
業
で
は
、
長
年
の

懸
案
で
あ
っ
た
亀
久
保
交
差
点
改

良
事
業
や
国
道
二
五
四
号
線
大
井

⋯
　

条
例
の
一
部
改
正
　

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

◎
手
数
料
条
例

◎
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

◎
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報

酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

◎
介
護
保
険
条
例

◎
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
○
在
宅
重
度
心
身
障
害
者
手
当
支
給
条
例

○
国
民
健
康
保
険
条
例

◎
乳
幼
児
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
条
例

○
重
度
心
身
障
害
児
︵
者
︶
医
療
費
の
支
給

に
関
す
る
条
例

◎
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
の
支
給
に
関

す
る
条
例

◎
保
健
セ
ン
タ
ー
条
例

◎
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を

定
め
る
条
例

◎
入
学
準
備
金
・
奨
学
金
貸
付
条
例

◎
市
議
会
委
員
会
条
例

⋯
　

条
例
の
廃
止
　

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

○
老
人
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
条
例

◎
融
資
審
査
会
条
例

⋯
　

そ
の
他
　

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

◎
鶴
ケ
岡
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
及
び

大
井
中
央
公
民
館
鶴
ケ
岡
分
館
の
指
定

管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

◎
道
路
線
の
廃
止
︵
１
件
︶
、
認
定
︵
２
件
︶

以
上
、
可
決

⋯
　

人
事
　

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

◎
副
市
長
の
選
任
に
つ
い
て
　
　
　
　

同
意

⋯
　

請
願
　

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

・
最
低
保
障
年
金
制
度
の
実
現
を
求
め
る

不
採
択

⋯
　

意
見
書
　

⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯
⋯

◎
食
の
安
全
確
保
を
求
め
る

◎
非
正
規
労
働
者
の
安
定
し
た
雇
用
を
求

め
る

◎
義
務
教
育
就
学
児
ま
で
の
医
療
費
無
料

化
を
求
め
る

◎
介
護
労
働
者
の
待
遇
改
善
を
求
め
る

以
上
、
可
決

業務委託は財政状況を

踏まえて精査すべき

東
台
地
区
歩
道
拡
張
事
業
、
踏
切

周
辺
の
整
備
な
ど
、
安
全
で
円
滑

な
交
通
を
目
指
し
た
事
業
に
前
進

が
見
ら
れ
る
こ
と
に
期
待
が
寄
せ

ら
れ
ま
し
た
。

　
広
域
ご
み
処
理
施
設
の
建
設
整

備
は
、
緊
急
の
課
題
で
す
。
現
在

ふ
じ
み
野
市
と
三
芳
町
で
協
議
さ

れ
て
お
り
、
収
集
体
制
や
資
源
化

に
対
す
る
意
識
の
違
い
が
あ
る

中
、
ご
み
処
理
広
域
化
基
本
計
画

の
策
定
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

目
指
す
循
環
型
社
会
や
地
球
温
暖

化
問
題
を
、
一
人
ひ
と
り
の
課
題

と
と
ら
え
る
啓
発
を
さ
ら
に
展
開

し
て
い
く
べ
き
、
と
の
意
見
が
あ

り
ま
し
た
。

市のペットボトル専用収集ネット

　
平
成
二
十
年
度
一
般
会
計
予
算

で
は
、﹁
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
中

で
、
老
人
福
祉
費
等
が
前
年
度
と

比
べ
て
減
額
さ
れ
て
い
る
こ
と
﹂

な
ど
、
福
祉
・
教
育
関
連
予
算
の

﹁
減
額
﹂
を
め
ぐ
っ
て
、
質
疑
が
あ

り
ま
し
た
。
ま
た
、
独
立
し
て
い

た
ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト
事
業
や
次
世

代
育
成
計
画
策
定
事
業
が
、
子
育

て
支
援
事
業
に
統
括
さ
れ
る
な

ど
、
再
編
と
な
っ
た
事
業
の
今
後

に
つ
い
て
の
議
論
も
あ
り
ま
し
た
。

　
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改

正
は
、
葬
祭
費
の
補
助
が
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
と
の
整
合
性
を
図

る
こ
と
な
ど
に
よ
り
一
〇
万
円
が

五
万
円
に
な
る
こ
と
や
、
人
間

ド
ッ
ク
の
補
助
を
受
け
ら
れ
る
年

齢
の
限
定
、﹁
母
性
及
び
乳
児
の
保

護
﹂の
文
言
が
削
ら
れ
る
の
は
、
ほ

か
の
自
治
体
が
実
施
し
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
こ
と
が
質
疑
の
中
で

明
ら
か
に
な
り
、﹁
財
政
を
理
由
に

し
た
福
祉
の
後
退
で
は
な
い
か
﹂

と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
実
施
の
た
め
の
条
例
と
、
老
人

保
健
特
別
会
計
に
か
わ
り
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
の
審
査
も
行

な
い
ま
し
た
。


